
議案第３０号 

令和８年度岩倉市国民健康保険特別会計予算 

令和８年度岩倉市国民健康保険特別会計予算は、次に定めるところによ

る。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ４，３２６，１３２千

円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入

歳出予算」による。 

（一時借入金） 

第２条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入

れの最高額は、５０，０００千円と定める。 

（歳出予算の流用） 

第３条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各

項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

(1) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足が生じた場合における

同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用 

令和８年２月２７日提出 

岩倉市長 久 保 田 桂 朗   



























給  与  費  明  細  書

 １ 特 別 職
給                与                費

職員数 期末手当 その他の 共済費 合  計
区    分 報  酬 給  料   (千円) 地域手当 手  当 計

年間支給
  (人)   (千円)   (千円) 率(月分)   (千円)   (千円)   (千円)   (千円)   (千円)

長    等 0 0

本

議    員 0 0

年

その他の 12 185 185 185

度 特別職

計 12 185 0 0 0 0 185 0 185

長    等 0 0

前

議    員 0 0

年

その他の 12 185 185 185

度 特別職

計 12 185 0 0 0 0 185 0 185

長    等 0 0

比

議    員 0 0

その他の 0 0 0 0

較 特別職

計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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２　一般職

（１） 総　括

前　年　度 80 － － －

比　　　較 0 － － －

（千円） （千円） （千円） （千円）

本　年　度 80 － － －

比　　　較 207 0 － △274

区　　分
特殊勤務手当 休日勤務手当 夜間勤務手当 児 童 手 当

本　年　度 354 2,500 － 11,706

前　年　度 147 2,500 － 11,980

区　　分
通 勤 手 当 時間外勤務手当 管理職員特別勤務手当 期末勤勉手当

（千円） （千円） （千円） （千円）

前　年　度 1,296 1,848 510 606

比　　　較 △576 107 114 312

（千円） （千円）

本　年　度 720 1,955 624 918

△238 △1,504

職員手当等
内　　　訳

区　　分
管理職手当 地 域 手 当 扶 養 手 当 住 居 手 当

（千円） （千円）

46,690 12,660 59,350

比　　　較 0 344 △1,500 △110 △1,266

18,857 45,424 12,422 57,846

前　年　度 8 3,136 24,587 18,967

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

本　年　度 8 3,480 23,087

職 員 数 報酬 給料 職員手当等 計 共済費 合　計区　　分

給　　与　　費

（人） （千円）
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ア　会計年度任用職員以外の職員

前　年　度 80 － － －

比　　　較 0 － － －

（千円） （千円） （千円） （千円）

本　年　度 80 － － －

比　　　較 207 0 － △421

区　　分
特殊勤務手当 休日勤務手当 夜間勤務手当 児 童 手 当

本　年　度 354 2,500 － 10,357

前　年　度 147 2,500 － 10,778

区　　分
通 勤 手 当 時間外勤務手当 管理職員特別勤務手当 期末勤勉手当

（千円） （千円） （千円） （千円）

前　年　度 1,296 1,848 510 606

比　　　較 △576 107 114 312

（千円）

本　年　度 720 1,955 624 918

△2,066

職員手当等
内　　　訳

区　　分
管理職手当 地 域 手 当 扶 養 手 当 住 居 手 当

（千円） （千円） （千円）

11,961 54,313

比　　　較 0 － △1,500 △257 △1,757 △309

40,595 11,652 52,247

前　年　度 6 － 24,587 17,765 42,352

本　年　度 6 － 23,087 17,508

共済費 合　計

（人） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

区　　分

給　　与　　費

職 員 数 報酬 給料 職員手当等 計
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イ　会計年度任用職員

前　年　度 － － － －

比　　　較 － － － －

（千円） （千円） （千円） （千円）

本　年　度 － － － －

比　　　較 － － － 147

区　　分
特殊勤務手当 休日勤務手当 夜間勤務手当 児 童 手 当

本　年　度 － － － 1,349

前　年　度 － － － 1,202

区　　分
通 勤 手 当 時間外勤務手当 管理職員特別勤務手当 期末勤勉手当

（千円） （千円） （千円） （千円）

前　年　度 － － － －

比　　　較 － － － －

（千円）

本　年　度 － － － －

562

職員手当等
内　　　訳

区　　分
管理職手当 地 域 手 当 扶 養 手 当 住 居 手 当

（千円） （千円） （千円）

699 5,037

比　　　較 0 344 － 147 491 71

4,829 770 5,599

前　年　度 2 3,136 － 1,202 4,338

本　年　度 2 3,480 － 1,349

共済費 合　計

（人） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

区　　分

給　　与　　費

職 員 数 報酬 給料 職員手当等 計
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（２） 報酬、給料及び職員手当等の増減額の明細

令和７年12月改定

　改定率　平均6.1％

平均昇給率

令和７年12月改定

　改定率　平均3.7％

（３） 給料及び職員手当等の状況（会計年度任用職員を除く。）

ア　職員１人当たり給与

イ　初任給

△2,182
その他の調整に
係る増減分

大 学 卒 237,600 232,000

高 校 卒 206,700 200,300

区　　分 一般行政職（円） 技能労務職（円）
国 の 制 度

一般行政職（円） 技能労務職（円）

平 均 年 齢 （歳） 42.05

令和7年1月1日現在 平均給与月額 （円） 397,635

平均給料月額 （円） 343,167

平 均 年 齢 （歳） 36.04

令和8年1月1日現在 平均給与月額 （円） 371,699

区　　　　　　分 一般行政職 技能労務職

平均給料月額 （円） 319,467

職員手当等 △110 その他の増減分 △110
その他の調整に
係る増減分

給与改正に伴う
増減分

191

給料 △1,500

昇給に伴う増
加分

148
昇給に伴う増加
分

その他の増減分

1.47%

給与改正に伴
う増減分

区　分 増減額 増減事由別内訳 説　明 備　考

千円 給与改正に伴
う増減分

534

千円 給与改正に伴う
増減分

報酬
344

その他の増減分 153
その他の調整に
係る増減分
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ウ　級別職員数

（級別の基準となる職務）

主事 主事補

3級 2級 1級

一般行政職
部長

専門監
課長

専門員
主幹 統括主査 主査 主任

区　分 8級 7級 6級 5級 4級

計 計
6 100.0

１ 級
－ －

２ 級
－ －

３ 級
4 66.6

４ 級 １ 級
－ －

５ 級 ２ 級
－ －

６ 級 ３ 級
1 16.7

７ 級 ４ 級
1 16.7

－ －

6 100.0

令和7年1月1日現在

８ 級 ５ 級

1 16.7

計 計

1 16.7

１ 級

2 33.2

２ 級

－ －

３ 級

1 16.7

４ 級 １ 級

－ －

５ 級 ２ 級

1 16.7

６ 級 ３ 級

－ －

７ 級 ４ 級

令和8年1月1日現在

８ 級 ５ 級

区　　分
一般行政職 技能労務職

級 職員数（人） 構成比（％） 級 職員数（人） 構成比（％）
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エ　昇給

代表的な職種 代表的な職種

一般行政職 技能労務職 一般行政職 技能労務職

職　員　数

（Ａ） （人）

昇給に係る職員数

（Ｂ） （人）

1号給（人）

号給数別 2号給（人）

内　　訳 3号給（人）

4号給（人）

比　率　（Ｂ）／（Ａ）

（％）

オ　期末手当・勤勉手当

[(給料+扶養手当+地域手当)+

(給料+地域手当)×加算率]

×期別支給率×在職期間別割合

＊勤勉手当の算定基礎からは扶養手当を除く

カ　定年退職及び早期応募退職に係る退職手当

20年勤続の者25年勤続の者35年勤続の者 最高限度

（月分） （月分） （月分） （月分）

定年前早期退職特例措置

定年前1年につき3％を上限とした割増

適用対象年齢の下限（定年前5年）

定年前早期退職特例措置

定年前1年につき3％を上限とした割増

適用対象年齢の下限（定年前15年）

キ　地域手当

国の指定基準に基づく支給率 8 （％）

支 給 率 8 （％） 支給対象職員数 6 （人）

国の制度
(支給率等)

24.586875 33.27075 47.709 47.709

区　分 その他の加算措置等

支給率等 24.586875 33.27075 47.709 47.709

前 年 度 2.300 2.300 4.60 有

国の制度 2.325 2.325 4.65 有

本 年 度 2.325 2.325 4.65 有 （算定基礎）

区　分
支給期別支給率 支給率計  職制上の段階､

 職務の級等によ

る加算措置
備　　　　考

６月(月分) 12月(月分) （月分）

100.0 100.0 100.0 100.0

－ － 1 1

6 6 5 5

－ － － －

－ － － －

6 6 6 6

6 6 6 6

本 年 度 前 年 度

区 分
合　計 合　計
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ク　特殊勤務手当

ケ　その他の手当

住居手当 同　じ

代表的な特殊勤務手当の名称 税務手当

区　分 国の制度との異同

通勤手当 異なる

本市の制度 国の制度

１か月の支給上限額　71,400円 １か月の支給上限額　150,000円

差 異 の 内 容

扶養手当 同　じ

給料総額に対する比率（％） 0.35 0.35

支給対象職員の比率　（％）
100.0 100.0

（令和8年1月1日現在）

区 分 全 職 種
代 表 的 な 職 種

一 般 行 政 職 技 能 労 務 職
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